
（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （実績） （計画第２年度） （実績） （計画第３年度） （計画見直し） （計画第４年度） （計画見直し） （計画第５年度） （計画見直し）

（決算） （決算） （決算） （決算） (決算)

資金不足比率 (％) (再掲) 70.2 72.8 76.9 76.2 69.3 61.7 63.2 54.5 58.0 45.7 49.9 34.8 42.0 24.3 30.8

料金回収率※ (％) － － － － － － － － － － － － － － －

総収支比率（法適用） (％) 92.3 94.5 95.2 95.8 100.3 102.8 101.0 110.1 105.0 107.7 103.9 109.4 105.4 108.7 107.8

経常収支比率（法適用） (％) 88.4 90.0 90.8 91.5 95.6 97.4 95.4 103.9 96.7 104.4 102.1 105.1 103.5 104.4 103.9

医業収支比率（法適用） (％) 88.0 90.9 91.1 91.4 93.2 94.9 93.2 100.0 93.9 99.6 94.3 100.1 93.5 99.9 95.3

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 138.8 147.1 158.3 163.2 155.8 150.0 153.1 157.8 157.8 149.6 55.4 139.6 49.2 130.1 40.2

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲) - - - - - - - - - - - - - - -

(％) (再掲) 70.2 72.8 76.9 76.2 69.3 61.7 63.2 54.5 58.0 45.7 49.9 34.8 42.0 24.3 30.8

(％) 11.2 10.1 10.4 10.9 7.3 11.2 10.6 12.3 15.0 10.2 11.7 10.1 12.6 9.6 14.7

うち基準内繰入金 (％) 10.4 9.4 9.5 8.8 5.4 7.3 7.5 9.3 11.7 6.5 4.2 6.4 3.9 7.3 4.6

うち基準外繰入金 (％) 0.8 0.7 0.9 2.1 1.9 3.9 3.1 3.0 3.3 3.6 7.5 3.6 8.7 3.0 10.1
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.1 0.7 0.9 2.1 1.9 3.9 3.1 3.0 3.2 3.6 6.7 3.6 7.9 2.3 7.6

(％) 75.9 77.1 76.6 43.4 23.9 46.6 45.0 78.3 67.5 80.9 53.6 80.6 29.2 82.4 41.5

うち基準内繰入金 (％) 75.5 75.6 75.7 42.5 22.9 45.2 43.7 76.3 30.3 79.0 52.2 79.4 28.6 70.5 41.2

うち基準外繰入金 (％) 0.4 1.6 1.0 0.9 1.0 1.4 1.4 2.0 37.2 1.9 1.4 1.2 0.6 11.9 0.3
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.4 1.6 1.0 0.9 1.0 1.4 1.4 2.0 37.0 1.9 1.4 1.2 0.6 0.7 0.3

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

（合計）
(単位：％)

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

繰
入
金
比
率

収益的収入分

ヒアリング後差替版
フォローアップ用

資本的収入分

（合計）



（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

　・大畑診療所は指定管理者制度の導入により料金収入がなくなるとともに、人件費・材料費等の経費についても削減される。

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

　・料金設定については診療報酬により定められているが、外来から入院へ重点をシフトしてきている。

　・むつ総合病院については第五病院事業経営健全化計画により策定している繰入を平成１４年度から平成20年度まで行う。他施設
においては不良債務解消に向けた繰入を平成２１年度以降より順次行っていく方針で策定している。

　・むつ総合病院ついては毎年度医療機器の更新を予定している。

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

条件項目

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

（合計）



（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （実績） （計画第２年度） （実績） （計画第３年度） （計画見直し） （計画第４年度） （計画見直し） （計画第５年度） （計画見直し）

（決算） （決算） （決算） （決算） (決算)

資金不足比率 (％) (再掲) 71.2 63.6 57.7 44.6 29.7 14.3 15.2 -0.2 -0.3 -5.1 -4.8 -11.5 -7.9 -17.7 -10.7

料金回収率※ (％) － － － － － － － － － － － － － － －

総収支比率（法適用） (％) 97.2 102.1 102.5 104.0 108.5 109.4 108.5 110.7 110.7 104.1 101.6 104.7 101.2 104.5 100.9

経常収支比率（法適用） (％) 91.2 95.4 96.2 97.9 102.5 103.4 101.9 104.6 101.6 104.2 101.6 104.8 101.3 104.6 100.9

医業収支比率（法適用） (％) 91.5 96.6 96.7 98.6 99.8 101.6 99.9 102.3 99.0 101.8 98.7 102.3 98.3 101.9 98.1

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 143.0 139.5 140.1 129.3 113.7 101.5 102.6 90.8 89.3 86.5 -1.7 81.7 -3.0 77.0 -3.9

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲) - - - - - - - - - - - - - - -

(％) (再掲) 71.2 63.6 57.7 44.6 29.7 14.3 15.2 -0.2 -0.3 -5.1 -4.8 -11.5 -7.9 -17.7 -10.7

(％) 12.2 11.4 11.9 11.6 6.9 9.5 10.3 9.5 13.8 3.5 4.0 3.4 3.8 3.3 3.5

うち基準内繰入金 (％) 11.4 10.7 11.2 10.9 6.3 8.9 8.9 8.9 13.2 2.9 3.4 2.8 3.1 2.7 2.9

うち基準外繰入金 (％) 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 1.4 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 1.4 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7

(％) 84.9 97.5 95.5 54.4 17.7 39.2 37.1 80.6 63.3 75.2 49.6 75.9 24.4 75.6 34.2

うち基準内繰入金 (％) 84.7 97.3 95.3 54.2 17.6 39.0 37.0 80.3 21.9 74.9 49.4 75.7 24.3 75.3 34.1

うち基準外繰入金 (％) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 41.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 41.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

（むつ総合病院）

繰
入
金
比
率

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

資本的収入分

収益的収入分

(単位：％)
ヒアリング後差替版
フォローアップ用

（むつ総合病院）



（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

条件項目

（むつ総合病院）



（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （実績） （計画第２年度） （実績） （計画第３年度） （計画見直し） （計画第４年度） （計画見直し） （計画第５年度） （計画見直し）

（決算） （決算） （決算） （決算） (決算)

資金不足比率 (％) (再掲) 19.5 65.0 120.8 226.9 236.9 279.4 276.2 275.5 281.8 255.9 319.4 215.9 281.3 175.1 219.4

料金回収率※ (％) － － － － － － － － － － － － － － －

総収支比率（法適用） (％) 83.2 67.9 66.2 52.3 64.1 65.7 65.4 82.0 72.2 112.7 105.0 128.9 124.0 130.8 141.7

経常収支比率（法適用） (％) 83.3 68.0 65.7 52.3 64.2 65.8 65.7 82.1 72.4 98.3 105.4 99.6 124.6 101.0 142.3

医業収支比率（法適用） (％) 68.6 66.6 64.1 53.8 65.2 66.5 67.0 77.8 72.7 80.7 72.3 81.7 73.2 82.6 73.9

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 62.8 114.2 173.4 296.0 295.0 337.6 334.0 330.4 334.5 313.4 306.7 275.9 271.8 236.6 212.2

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲) - - - - - - - - - - - - - - -

(％) (再掲) 19.5 65.0 120.8 226.9 236.9 279.4 276.2 275.5 281.8 255.9 319.4 215.9 281.3 175.1 219.4

(％) 26.6 10.1 11.5 6.5 6.5 6.9 6.8 13.4 5.7 39.8 35.3 39.8 44.3 39.8 50.4

うち基準内繰入金 (％) 26.6 10.1 10.5 6.5 6.5 6.9 6.8 13.4 5.7 39.8 2.9 39.8 1.6 39.8 1.5

うち基準外繰入金 (％) 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 42.7 0.0 49.0
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 42.7 0.0 49.0

(％) 100.0 50.6 22.4 4.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 － －

うち基準内繰入金 (％) 100.0 50.6 22.4 3.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 － －

(単位：％)
ヒアリング後差替版
フォローアップ用（川内診療所）

繰
入
金
比
率

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

資本的収入分

収益的収入分

（川内診療所）

うち基準内繰入金 (％) 100.0 50.6 22.4 3.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

うち基準外繰入金 (％) 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － －
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － －

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００使 使 汚 費

（川内診療所）



（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

条件項目

（川内診療所）（川内診療所）



（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （実績） （計画第２年度） （実績） （計画第３年度） （計画見直し） （計画第４年度） （計画見直し） （計画第５年度） （計画見直し）

（決算） （決算） （決算） （決算） (決算)

資金不足比率 (％) (再掲) 23.1 31.8 45.1 46.0 40.1 47.9 40.0 25.5 43.0 16.9 33.4 10.7 26.0 6.8 17.9

料金回収率※ (％) － － － － － － － － － － － － － － －

総収支比率（法適用） (％) 89.0 89.4 86.5 99.2 101.3 98.5 102.8 112.2 100.1 110.3 102.2 110.9 107.5 105.4 103.5

経常収支比率（法適用） (％) 89.1 89.3 86.5 99.2 101.4 98.5 99.5 112.2 97.2 110.3 101.2 111.0 106.4 105.4 102.5

医業収支比率（法適用） (％) 91.2 91.4 91.7 92.4 94.8 92.3 91.8 105.5 87.2 102.9 89.7 103.1 77.6 102.9 96.2

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 103.2 125.6 154.6 171.7 160.0 161.3 157.2 109.9 167.7 99.2 59.7 87.8 50.8 80.2 44.5

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲) - - - - - - - - - - - - - - -

(％) (再掲) 23.1 31.8 45.1 46.0 40.1 47.9 40.0 25.5 43.0 16.9 33.4 10.7 26.0 6.8 17.9

(％) 8.5 9.1 4.1 13.7 12.7 12.6 19.6 11.0 18.3 11.2 16.2 11.4 17.2 8.7 15.1

うち基準内繰入金 (％) 8.5 9.1 4.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.8 0.0 3.3 8.7 14.3

うち基準外繰入金 (％) 0.0 0.0 0.0 13.5 12.4 12.6 19.6 11.0 16.9 11.2 14.4 11.4 13.9 0.0 0.8
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 0.0 0.0 13.5 12.4 12.6 19.6 11.0 16.9 11.2 14.4 11.4 13.9 0.0 0.8

(％) 23.6 15.8 96.4 100.0 － 11.1 11.1 0.0 72.7 － 51.8 － 30.2 100.0 91.7

うち基準内繰入金 (％) 23.6 15.8 96.4 100.0 － 11.1 11.1 0.0 54.5 － 50.0 － 23.3 0.0 91.7

うち基準外繰入金 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0 0.0 18.2 － 1.8 － 7.0 100.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0 0.0 18.2 － 1.8 － 7.0 0.0 0.0

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

（大間病院）
(単位：％)

ヒアリング後差替版
フォローアップ用

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

繰
入
金
比
率
資本的収入分

収益的収入分

（大間病院）



（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

条件項目

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

（大間病院）



（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （実績） （計画第２年度） （実績） （計画第３年度） （計画見直し） （計画第４年度） （計画見直し） （計画第５年度） （計画見直し）

（決算） （決算） （決算） （決算） (決算)

資金不足比率 (％) (再掲) 4.7 4.4 2.4 8.8 13.8 4.0 6.9 － － － － － － － －

料金回収率※ (％) － － － － － － － － － － － － － － －

総収支比率（法適用） (％) 98.6 99.1 100.6 92.9 94.1 115.2 104.1 100.0 148.1 100.0 96.9 100.0 115.6 100.0 129.1

経常収支比率（法適用） (％) 98.6 95.8 96.4 89.7 84.5 100.1 88.6 100.0 0.0 100.0 101.6 100.0 100.0 100.0 101.8

医業収支比率（法適用） (％) 97.6 98.1 99.2 91.4 85.9 86.6 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 4.7 4.7 4.1 12.1 19.3 1.0 14.3 － － － － － － － －

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲) - - - - - - - - - - - - - - -

(％) (再掲) 4.7 4.4 2.4 8.8 13.8 4.0 6.9 － － － － － － － －

(％) 1.6 1.8 2.1 2.0 5.9 21.1 9.7 100.0 － 100.0 100.0 100.0 121.3 100.0 125.0

うち基準内繰入金 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

うち基準外繰入金 (％) 1.6 1.8 2.1 2.0 5.9 21.1 9.7 100.0 － 100.0 100.0 100.0 121.3 100.0 125.0
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 1.6 1.8 2.1 2.0 5.9 21.1 9.7 100.0 － 100.0 100.0 100.0 121.3 100.0 125.0

(％) 0.0 36.1 2.9 36.7 38.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 26.5 100.0 100.0 100.0 100.0

うち基準内繰入金 (％) 0.0 19.4 1.9 20.0 20.6 55.6 55.6 50.0 50.0 50.0 13.2 54.5 54.5 57.1 57.1

うち基準外繰入金 (％) 0.0 16.7 1.0 16.7 17.6 44.4 44.4 50.0 50.0 50.0 13.2 45.5 45.5 42.9 42.9
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 16.7 1.0 16.7 17.6 44.4 44.4 50.0 50.0 50.0 13.2 45.5 45.5 42.9 42.9

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

（むつリハビリテーション病院）
(単位：％)

ヒアリング後差替版
フォローアップ用

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

繰
入
金
比
率
資本的収入分

収益的収入分

（むつリハビリテーション病院）



（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

条件項目

（むつリハビリテーション病院）



（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （実績） （計画第２年度） （実績） （計画第３年度） （計画見直し） （計画第４年度） （計画見直し） （計画第５年度） （計画見直し）

（決算） （決算） （決算） （決算） (決算)

資金不足比率 (％) (再掲) 125.3 201.1 256.7 401.5 472.8 510.6 545.2 － 602.2 － － － － － －

料金回収率※ (％) － － － － － － － － － － － － － － －

総収支比率（法適用） (％) 75.6 68.8 73.8 67.0 66.8 73.7 67.0 100.0 72.0 229.7 130.5 234.3 131.5 235.3 311.9

経常収支比率（法適用） (％) 75.7 68.8 74.1 67.1 66.9 73.9 67.1 100.0 72.1 100.0 100.8 100.0 100.0 100.0 100.0

医業収支比率（法適用） (％) 79.5 71.5 75.0 69.3 70.4 79.1 71.4 － 78.0 － 0.0 － － － －

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 217.7 331.9 407.4 616.1 709.1 744.1 802.1 － 884.0 － － － － － －

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲) - - - - - - - - - - - - - - -

(％) (再掲) 125.3 201.1 256.7 401.5 472.8 510.6 545.2 － 602.2 － － － － － －

(％) 2.2 4.6 8.3 8.9 7.5 6.6 7.0 100.0 7.5 229.7 129.5 234.3 131.5 235.3 311.9

うち基準内繰入金 (％) 2.2 4.6 8.3 8.9 7.5 6.6 7.0 100.0 7.5 229.7 60.6 234.3 60.6 235.3 62.7

うち基準外繰入金 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.9 0.0 70.9 244.1 249.2
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(％) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

うち基準内繰入金 (％) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

うち基準外繰入金 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

（大畑診療所）
(単位：％)

ヒアリング後差替版
フォローアップ用

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

繰
入
金
比
率
資本的収入分

収益的収入分

（大畑診療所）



（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

条件項目

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

（大畑診療所）



（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （実績） （計画第２年度） （実績） （計画第３年度） （計画見直し） （計画第４年度） （計画見直し） （計画第５年度） （計画見直し）

（決算） （決算） （決算） （決算） (決算)

資金不足比率 (％) (再掲) 210.8 224.2 270.5 300.0 376.8 417.6 471.3 － － － － － － － －

料金回収率※ (％) － － － － － － － － － － － － － － －

総収支比率（法適用） (％) 66.4 77.7 82.2 80.8 76.2 75.6 59.9 1,766.7 138.2 1,766.7 1,053.3 1,766.7 993.3 2,100.0 986.7

経常収支比率（法適用） (％) 66.7 78.0 82.5 80.8 76.5 75.6 60.1 100.0 112.1 100.0 253.3 100.0 193.3 100.0 186.7

医業収支比率（法適用） (％) 66.7 68.2 66.4 69.4 65.1 62.0 48.9 － 0.0 － 0.0 － － － －

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 247.0 261.5 315.1 342.3 420.5 488.7 555.1 － － － － － － － －

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲) - - - - - - - - - - - - - - -

(％) (再掲) 210.8 224.2 270.5 300.0 376.8 417.6 471.3 － － － － － － － －

(％) 5.6 17.9 17.6 19.9 2.6 58.1 2.8 1,766.7 127.0 1,766.7 413.2 1,766.7 513.8 2,100.0 528.6

うち基準内繰入金 (％) 2.8 14.3 9.9 1.4 0.0 2.2 0.0 1,766.7 94.6 1,766.7 97.4 1,766.7 100.0 2,100.0 100.0

うち基準外繰入金 (％) 2.8 3.6 7.7 18.5 2.6 55.9 2.8 0.0 32.4 0.0 315.8 0.0 413.8 0.0 428.6
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 2.8 3.6 7.7 18.5 2.6 55.9 2.8 0.0 0.0 0.0 315.8 0.0 413.8 0.0 428.6

(％) 100.0 100.0 100.0 100.0 － 100.0 － 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

うち基準内繰入金 (％) 100.0 66.7 70.0 100.0 － 100.0 － 100.0 70.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

うち基準外繰入金 (％) 0.0 33.3 30.0 0.0 － 0.0 － 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 33.3 30.0 0.0 － 0.0 － 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

（風間浦診療所）
(単位：％)

ヒアリング後差替版
フォローアップ用

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

繰
入
金
比
率
資本的収入分

収益的収入分

（風間浦診療所）



（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

条件項目

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

（風間浦診療所）



（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （実績） （計画第２年度） （実績） （計画第３年度） （計画見直し） （計画第４年度） （計画見直し） （計画第５年度） （計画見直し）

（決算） （決算） （決算） （決算） (決算)

資金不足比率 (％) (再掲) 4.3 36.4 71.8 111.7 135.1 136.1 178.5 － 618.2 － 523.5 － 435.3 － 347.1

料金回収率※ (％) － － － － － － － － － － － － － － －

総収支比率（法適用） (％) 84.0 77.3 76.0 74.1 82.0 98.3 98.9 － 135.6 － 138.9 － 137.0 － 138.9

経常収支比率（法適用） (％) 83.6 77.6 76.0 74.4 82.0 81.4 99.5 － 81.9 － 83.3 － 82.2 － 83.3

医業収支比率（法適用） (％) 72.8 72.8 70.0 69.0 76.0 75.8 72.2 － 47.1 － 48.6 － 48.6 － 48.6

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 71.3 112.3 154.2 199.4 224.6 229.0 296.9 － 1,090.9 － 285.3 － 205.9 － 123.5

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲) - - - - - - - - - - - - - - -

(％) (再掲) 4.3 36.4 71.8 111.7 135.1 136.1 178.5 － 618.2 － 523.5 － 435.3 － 347.1

(％) 14.1 7.2 8.5 8.3 8.4 29.8 9.3 － 108.5 － 105.0 － 105.0 － 105.0

うち基準内繰入金 (％) 10.8 3.4 4.5 4.2 4.2 3.7 8.2 － 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0

うち基準外繰入金 (％) 3.2 3.8 4.0 4.2 4.2 26.1 1.1 － 108.5 － 105.0 － 105.0 － 105.0
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 3.8 4.0 4.2 4.2 26.1 1.1 － 108.5 － 105.0 － 105.0 － 105.0

(％) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 21.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 － － － －

うち基準内繰入金 (％) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 21.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 － － － －

うち基準外繰入金 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － － － －
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － － － －

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

（佐井地区診療所）
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（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

条件項目

（佐井地区診療所）



（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （実績） （計画第２年度） （実績） （計画第３年度） （計画見直し） （計画第４年度） （計画見直し） （計画第５年度） （計画見直し）

（決算） （決算） （決算） （決算） (決算)

資金不足比率 (％) (再掲) 268.0 286.4 330.3 390.5 467.3 481.8 477.0 － 546.4 － 370.5 － 335.9 － 301.9

料金回収率※ (％) － － － － － － － － － － － － － － －

総収支比率（法適用） (％) 73.9 78.4 75.3 71.8 71.6 70.8 74.7 － 76.0 － 112.0 － 120.1 － 119.7

経常収支比率（法適用） (％) 73.9 78.4 75.3 71.8 71.9 70.8 74.7 － 76.0 － 112.0 － 120.1 － 119.7

医業収支比率（法適用） (％) 72.4 78.3 75.4 72.4 72.6 72.6 73.7 － 76.5 － 78.8 － 81.3 － 81.3

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 289.9 308.7 353.9 416.1 491.0 524.5 501.2 － 573.9 － 405.8 － 378.8 － 352.6

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲) - - - - - - - - - - - - - - -

(％) (再掲) 268.0 286.4 330.3 390.5 467.3 481.8 477.0 － 546.4 － 370.5 － 335.9 － 301.9

(％) 7.3 5.6 5.8 4.5 4.2 4.8 8.3 － 7.3 － 35.5 － 37.8 － 37.3

うち基準内繰入金 (％) 5.2 4.6 4.8 4.5 4.2 4.8 8.3 － 7.3 － 6.6 － 4.8 － 4.8

うち基準外繰入金 (％) 2.1 1.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 28.9 － 33.1 － 32.5
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 1.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 28.9 － 33.1 － 32.5

(％) 77.8 100.0 100.0 100.0 64.3 － － － － － － － － － －

うち基準内繰入金 (％) 55.6 66.7 66.7 71.4 35.7 － － － － － － － － － －

うち基準外繰入金 (％) 22.2 33.3 33.3 28.6 28.6 － － － － － － － － － －
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 22.2 33.3 33.3 28.6 28.6 － － － － － － － － － －

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

（脇野沢診療所）
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（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

条件項目

（脇野沢診療所）




